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　各管区警察局広域調整部長 

　　　保護取扱時に被保護者の異状を認知した場合における生命保護のための対応に

ついて（通達） 

　警察官職務執行法（昭和23年法律第136号）第３条及び酒に酔つて公衆に迷惑をかけ

る行為の防止等に関する法律（昭和36年法律第103号）第３条に基づく保護（以下「保

護」という。）については、「保護取扱要綱」（昭和35年３月18日付け警察庁丙防発第７

号別添）により、その適正な運用が指示されているところである。 

　特に、被保護者の頭部損傷等による急激な体調の変化やその他の急性疾患を保護取

扱時に確実に認知することは非常に重要であることから、被保護者の身体状態をつぶ

さに観察するとともに、生命の危険が懸念されるような身体の異状等を認知した場合

には、被保護者の生命を保護するため、下記に示す対応を徹底されたい。 

記 

１　頭部損傷や急性疾患等による生命の危険が懸念されるような身体の異状を認知し

 た場合について

　　既に意識がないなど、頭部損傷や急性疾患等による生命の危険が懸念されるよう

な身体の異状を認知した場合には、被保護者の生命に関わる場合があることから、

その者の同意の有無に関わらず、応急の救護の措置を講ずるとともに、救急要請を

行うこと。 

２　被保護者が救急要請又は救急搬送を拒否した場合について 

　　被保護者の死亡事案の中には、被保護者が救急要請又は救急搬送（以下「救急要

請等」という。）を拒否したために、救急隊による適切な判断や医師の診察を受ける

ことなく死亡する事案が発生している。 

　　被保護者は、正常な判断能力や意思能力を欠いている場合のほか、金銭的理由に

より救急要請等を拒否している場合があることも考慮し、例えば、通報者や目撃者

からの聴取等により、被保護者が転倒又は転落等していた旨の情報を得た場合で

あって、とりわけ直立や歩行が困難といった運動障害、触れても反応が鈍いといっ



た感覚障害又は呂律が回らない、会話が成り立たないといった言語障害が認められ

るなど、救急要請等を行う必要性が社会通念上認められる場合には、被保護者又は

その関係者に対して分かりやすく救急要請等の必要性を説明するよう努めること。 


